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　　秋以降の新型コロナワクチン接種について 

厚生労働省はオミクロン株の派生型に対応した新型コロナ
ワクチン接種について、重症化リスクが高くない人にも一
定程度重症者が確認されていることから、生後６ヶ月以上
のすべての人を対象に現在の感染の主流株であるオミクロ
ン株XBB.1.5に対応した1価ワクチン接種を９月２０日から
実施するとしたうえで、６５歳以上の人や基礎疾患がある
重症化リスクの高い人のみ『努力義務』『接種勧奨』を適
用することを決めました。 

一方で昨年度までの接種ではこれらの規定が適用された 
６５歳未満の人や生後６ヶ月から１１歳の子供も健康であ
れば９月の接種からはこうした『努力義務』『接種勧奨』
の対象となりません。これらの人たちは接種の対象にはな
るものの、これまでのように接種券やチラシを送るかなど
は自治体ごとに判断されることになります。 

接種の機会は生後６ヶ月以上の全員に提供されますが、接
種を悩まれる方はこれまでと同様に国のリーフレットなど
を参考に個人の判断で接種を検討してください。 






